
 

令和５年７月１３日 

特定商取引法違反の事業者に対する取引等停止命令（１５か
月）・業務停止命令（９か月）及び指示並びに当該事業者及び
その使用人４名に対する業務禁止命令（１５か月及び９か月）
について 

〇 消費者庁は、ＦＸ（外国為替証拠金取引）の自動売買ツール（ＥＡ）（注）

作成ソフトである「ＥＡ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｆｏｒ ＭＴ５」の利

用に係る役務の提供を行う連鎖販売業者及び電話勧誘販売業者である、「Ｌ

ｉａｍ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．（リアム）」こと上倉大知（東京都渋谷区）（以

下「上倉」といいます。）に対し、令和５年７月１２日、特定商取引法第３

９条第１項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等（勧誘（勧誘者に行わせる

ことも含みます。申込受付も同じ。）、申込受付及び契約締結）を、令和５

年７月１３日から令和６年１０月１２日までの１５か月間、停止するよう命

じました。また、同法第２３条第１項の規定に基づき電話勧誘販売に関する

業務の一部（勧誘、申込受付及び契約締結）を、令和５年７月１３日から令

和６年４月１２日までの９か月間、停止するよう命じました。 

〇 あわせて、消費者庁は、上倉に対し、特定商取引法第３８条第１項及び第

２２条第１項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライア

ンス体制を構築することなどを指示しました。

〇 また、消費者庁は、上倉に対し、特定商取引法第３９条第１項及び第２３

条第１項の規定に基づき、上記取引等停止命令及び業務停止命令と同じ期間、

上記取引等停止命令及び業務停止命令により停止を命ずる範囲の業務を営む

法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を命じました。 

さらに、消費者庁は、上倉が停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割

を果たしている永野玄己、福田弘樹、池田健吾及び広瀬周平に対し、特定商

取引法第３９条の２第１項及び第２３条の２第１項の規定に基づき、上記取

引等停止命令及び業務停止命令と同じ期間、上記取引等停止命令及び業務停

止命令により停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること（当該業務を営

む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。）の禁止を命じま

した。 

（注）ＥＡとは、Ｅｘｐｅｒｔ Ａｄｖｉｓｅｒの略で、ＦＸの自動売買プロ

グラムのこと。 

News Release 



 
 

１ 処分対象事業者 

（１）氏  名：上倉 大知（かみくら たいち）（個人事業者） 

（２）取引類型：連鎖販売取引、電話勧誘販売 

（３）取扱役務：ＦＸの自動売買ツール作成ソフトの利用に係る役務 

 

２ 特定商取引法の規定に違反又は該当する行為 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（統括者又は役務提供事業者の氏名、

勧誘目的及び役務の種類の不明示）（特定商取引法第３３条の２及び第１６

条） 

（２）断定的判断の提供（特定商取引法第３８条第１項第２号） 

（３）連鎖販売取引の相手方又は顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして

不適当と認められる勧誘（特定商取引法第３８条第１項第４号の規定に基

づく特定商取引に関する法律施行規則（以下「施行規則」といいます。）第

３１条 1第６号及び同法第２２条第１項第５号の規定に基づく施行規則第

２３条 2第３号） 

（４）連鎖販売取引についての契約又は役務提供契約の相手方の支払能力に関

する事項について虚偽の申告をさせる行為（特定商取引法第３８条第１項

第４号の規定に基づく施行規則第３１条第８号イ及び同法第２２条第１項

第５号の規定に基づく施行規則第２３条第５号イ） 

（５）概要書面の交付義務に違反する行為（不交付）（特定商取引法第３７条第

１項） 

（６）契約書面の交付義務に違反する行為（不交付）（特定商取引法第３７条第

２項及び第１９条第１項） 

 

３ 消費者庁がした各行政処分の詳細は、以下の各別紙のとおりです。 

別紙１：上倉大知に対する行政処分の概要（連鎖販売取引） 

別紙２：永野玄己に対する行政処分の概要（連鎖販売取引） 

別紙３：福田弘樹に対する行政処分の概要（連鎖販売取引） 

別紙４：池田健吾に対する行政処分の概要（連鎖販売取引） 

別紙５：広瀬周平に対する行政処分の概要（連鎖販売取引） 

別紙６：上倉大知に対する行政処分の概要（電話勧誘販売） 

別紙７：永野玄己に対する行政処分の概要（電話勧誘販売） 

別紙８：福田弘樹に対する行政処分の概要（電話勧誘販売） 

                         
1  特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和５年２月１日内閣府、経済産

業省令第２号）による改正後は第８７条。以下同じ。 
2  特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令（令和５年２月１日内閣府、経済産

業省令第２号）による改正後は第６４条。以下同じ。 



 
別紙９：池田健吾に対する行政処分の概要（電話勧誘販売） 

別紙１０：広瀬周平に対する行政処分の概要（電話勧誘販売） 

 

 

 

【本件に関するお問合せ】 

 

本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁と共に特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承

ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 

なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話  

 を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲

介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。 

 

北海道経済産業局消費者相談室     ０１１－７０９－１７８５ 

東北経済産業局消費者相談室      ０２２－２６１－３０１１ 

関東経済産業局消費者相談室      ０４８－６０１－１２３９ 

中部経済産業局消費者相談室      ０５２－９５１－２８３６ 

近畿経済産業局消費者相談室      ０６－６９６６－６０２８ 

中国経済産業局消費者相談室      ０８２－２２４－５６７３ 

四国経済産業局消費者相談室      ０８７－８１１－８５２７ 

九州経済産業局消費者相談室      ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３ 

 

 

本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルについて、相談・あっせんを

要望される場合には、以下の消費者ホットラインを御利用ください。 

 

○ 消費者ホットライン（全国統一番号）  １８８（局番なし） 

身近な消費生活相談窓口を御案内します。 

※一部の IP電話、プリペイド式携帯電話からは御利用いただけません。 

○ 最寄りの消費生活センターを検索する。 

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html 



 
（別紙１） 

 

Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知に対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 事業概要 

Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」という。）は、紹

介料を収受し得ることをもって、ＦＸ（外国為替証拠金取引）の自動売買ツー

ル作成ソフトである「ＥＡ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｆｏｒ ＭＴ５」の

利用に係る役務（以下「本件役務」という。）の提供をあっせんする者（以下

「会員」という。）を誘引し、その者と本件役務の対価の支払を伴う本件役務

の提供に係る取引を行っている。 

当該利益は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取

引に関する法律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改

正前の特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」と

いう。）第３３条第１項に規定する特定利益に該当し、本件役務の対価の支払

は同項に規定する特定負担（以下「特定負担」という。）に該当することから、

上倉は、同項に規定する連鎖販売業（以下「旧法に規定する連鎖販売業」と

いう。）を行っている。 

 

２ 処分の内容 

（１）取引等停止命令 

上倉は、令和５年７月１３日から令和６年１０月１２日までの間、上倉

がその統括する一連の特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。

以下「特定商取引法」という。）第３３条第１項に規定する連鎖販売業（以

下単に「連鎖販売業」という。）に係る次の取引等を停止すること。 

ア 上倉が行う連鎖販売取引（特定商取引法第３３条第１項に規定する連

鎖販売取引をいう。以下単に「連鎖販売取引」という。）について勧誘を

行い、又は特定商取引法第３３条の２に規定する勧誘者（以下単に「勧

誘者」という。）に勧誘を行わせること。 

イ 上倉が行う連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者

に当該取引に係る契約の申込みを受けさせること。 

ウ 上倉が行う連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

（２）業務禁止命令 

上倉が、令和５年７月１３日から令和６年１０月１２日までの間、次の

業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。 

ア 連鎖販売取引について勧誘を行い、又は勧誘者に勧誘を行わせること。 



 
イ 連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に当該取引

に係る契約の申込みを受けさせること。 

ウ 連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

（３）指示 

旧法第３３条の２に規定する勧誘者（以下「旧法に規定する勧誘者」と

いう。）は、同法第３３条の２に規定する氏名等の明示義務に違反する行為

（統括者の氏名、勧誘目的及び役務の種類の不明示）並びに同法第３８条

第１項第２号に掲げる上倉の統括する一連の旧法に規定する連鎖販売業に

係る旧法第３３条第１項に規定する連鎖販売取引（以下「旧法に規定する

本件連鎖販売取引」という。）につき利益を生ずることが確実であると誤解

させるべき断定的判断を提供してその旧法に規定する連鎖販売業に係る連

鎖販売契約（以下「旧法に規定する本件連鎖販売契約」という。）の締結の

勧誘行為、同法第３８条第１項第４号の規定に基づく特定商取引に関する

法律施行規則の一部を改正する命令（令和４年内閣府・経済産業省令第１

号）による改正前の特定商取引に関する法律施行規則（昭和５１年通商産

業省令第８９号。以下「旧施行規則」という。）第３１条第６号に掲げる連

鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認め

られる勧誘行為並びに同条第８号イに掲げる旧法に規定する本件連鎖販売

契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、支払能力に関す

る事項について虚偽の申告をさせる行為を、上倉は、同法第３７条第１項

に規定する書面及び同条第２項に規定する書面の交付義務に違反する行為

（不交付）をしている。かかる行為は、旧法の規定に違反し、又は同法に

規定する指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原

因について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプ

ライアンス体制を構築し、これらを会員及び会員を継続的に指導し又は管

理する者に、前記（１）の取引等停止命令に係る取引等を再開するまでに

周知徹底すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第３８条第１項及び第３９条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  上倉及び旧法に規定する勧誘者は、以下のとおり、旧法の規定に違反し、

又は旧法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、

連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそ

れがあると認定した。 

 



 
（１）氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の氏名、勧誘目的及び役務の

種類の不明示）（旧法第３３条の２） 

旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和３年１１月以降、旧法に規定す

る本件連鎖販売取引をしようとするとき、その勧誘に先立って、その相手

方に対し、「もっと知りたかったら、また話そうね」、「成功している人だか

ら、色々質問した方がいいよ」、「なら俺と一緒勉強してみよや笑」、「●●

（Ｗｅｂ会議ツールのこと）で教えてあげるよ」、「最近、投資をしている

んだけど、やってみない」、「高校のときの先輩で、投資に詳しい人から話

を聞けるんだけど、聞いてみない」などと告げるのみで、統括者の氏名、

特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である

旨及び当該勧誘に係る役務の種類を明らかにしていない。 

 

（２）断定的判断の提供（旧法第３８条第１項第２号） 

旧法に規定する勧誘者は、令和３年１１月、上倉が統括する一連の旧法

に規定する連鎖販売業に係る本件役務の提供のあっせんを店舗等によらな

いで行う個人（以下「無店舗等個人」という。）を相手方として旧法に規定

する本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、「一緒にやろうよ、

損はしないから」、「すぐに元がとれるから、借金しても何の問題もないよ」

などと、旧法に規定する本件連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実

であると誤解させるべき断定的判断を提供して旧法に規定する本件連鎖販

売契約の締結について勧誘していた。 

 

（３）連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と

認められる勧誘行為（旧法第３８条第１項第４号の規定に基づく旧施行規

則第３１条第６号） 

旧法に規定する勧誘者は、遅くとも令和３年１１月以降、学生であり、

投資に関する知識及び経験がなく、月に平均して５万円から７万円程度の

収入しかなく、その他特段の財産もない又は本件役務の対価を支払うこと

により財産の大半を失う消費者に対して、取引条件を設定するためには投

資の知識が必要となり、日本円に換算して約５３万円と消費者の収入及び

財産に比して高額に及ぶ旧法に規定する本件連鎖販売契約の締結について

勧誘し、もって、連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照

らして不適当と認められる勧誘を行っている。 

 

（４）連鎖販売取引についての契約の相手方の支払能力に関する事項について

虚偽の申告をさせる行為（旧法第３８条第１項第４号の規定に基づく旧施

行規則第３１条第８号イ） 

旧法に規定する勧誘者は、令和３年１１月、旧法に規定する本件連鎖販



 
売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、当該相手方が

本件役務の対価の支払に必要な金銭を貸金業者から借り入れるに際し、

「学生だと収入が低いから、社員だと言って」、「月収２４万円だとすると

年収２８８万円だから、切りよく年収３００万円にしよう」などと申告す

るよう指示して、旧法に規定する本件連鎖販売契約の相手方の支払能力に

関する事項について、貸金業者に対して虚偽の申告をさせていた。 

 

（５）概要書面の交付義務に違反する行為（不交付）（旧法第３７条第１項） 

上倉は、遅くとも令和３年１１月以降、無店舗等個人を相手方として旧

法に規定する本件連鎖販売取引に伴う特定負担についての契約を締結しよ

うとするときに、その契約を締結するまでに、上倉の旧法に規定する連鎖

販売業の概要について記載した書面を交付していない。 

 

（６）契約書面の交付義務に違反する行為（不交付）（旧法第３７条第２項） 

上倉は、遅くとも令和４年１月以降、無店舗等個人を相手方として旧法

に規定する本件連鎖販売契約を締結した場合において、遅滞なく、旧法に

規定する本件連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していない。 

    

５ 事例 

【事例１】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の氏名、勧誘目的及び役

務の種類の不明示）、断定的判断の提供、連鎖販売取引の相手方の知識、

経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為、連鎖販

売取引についての契約の相手方の支払能力に関する事項について虚偽

の申告をさせる行為） 

令和３年１１月、旧法に規定する勧誘者Ｚは、消費者Ａに電話をかけ、「最

近、あるコミュニティのメンバーと飲みに行ったりしてるんだ」、「投資をやっ

ているコミュニティで、私もその人たちと投資やっているんだよね」、「●●（Ａ

のこと）も向いていると思うから、一緒にやろう」などと誘った。Ｚが何度も

繰り返し誘ってきたため、Ａが「話を聞くだけならいいよ」と答えたところ、

Ｚは、「投資に詳しい人が、投資やコミュニティの話をしてくれるよ」などと

言い、後日、Ｗｅｂ会議ツールを利用したオンラインミーティングにおいて投

資の話を聞く約束を取り付けた。 

同月、ＡがＺからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して参加した

オンラインミーティングにおいて、旧法に規定する勧誘者Ｙは、Ａに対して、

「自分たちがやっているのは、ＦＸだよ」、「ＦＸは、相場が高くなるか低くな

るか予想するものだよ」、「ＦＸは、そんなに難しいものではないから、失敗す

ることはないよ、損はしないよ」などと、投資についての話をした後、「もっ

と知りたかったら、また話そうね」、「次はいつ話をしようか」などと告げ、翌



 
日に再度オンラインミーティングをする約束を取り付けた。 

翌日、Ａが、Ｚからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用してオンラ

インミーティングに参加すると、Ｚは、Ａに対し、旧法に規定する勧誘者Ｘに

ついて、「成功している人だから、色々質問した方がいいよ」などと告げた。

Ｘは、自己紹介をし、診断テストと称していくつかの質問をした後、「君は投

資に向いてるね」などと告げた。 

この時点までに、Ｚ、Ｙ及びＸは、Ａに対し、上倉の氏名、特定負担を伴う

取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務の種類

を告げたことはなかった。 

その後、Ｘは、資料を画面共有しながら、Ａに対し、「俺たちは、●●（グ

ループ名のこと）という団体で投資をやっている」、「自動売買ツールを使って、

ＦＸをしている」、「自動売買ツールは、マレーシアのＬｉａｍという会社のも

ので、俺たちはそこからツールを買ってみんなでＦＸをやっている」などと告

げた上、さらに、「ＡＩが取引をしてくれるから、リスクは限りなく少ないよ」、

「結果をすごい残している」、「始める時期が早ければ早いほどお得だよ」、「投

資でもうける以外にも、友達を勧誘すると、１人につき５万円くらい紹介料が

もらえるよ」などと告げた。 

Ｘが説明を終えると、入れ替わりでオンラインミーティングに参加したＹ

が、Ａに対し、「一緒にやろうよ、損はしないから」、「俺も●●（貸金業者の

こと）で借りて払ったし、２、３か月で返しきれるよ」、「すぐに元が取れるか

ら、借金しても何の問題もないよ」などと告げた。これらの話を受けたＡは、

そのオンラインミーティングで、旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結する

旨を告げた。 

Ｙから、「●●（Ｚのこと）から、お金の借り方を教えてもらいな」と告げ

られたＡは、Ｙに言われるがまま、翌日、本件役務の対価の支払に必要な金銭

を貸金業者から借り入れるため、Ｚと喫茶店で待ち合わせた。Ａは、契約当時、

学生であり、投資に関する知識も経験もなく、当時のアルバイト収入は月平均

で約５万円程度しかなく、貯金も約３万円程度しかなかったにもかかわらず、

Ｚは、当該喫茶店において、Ａに対し、「学生だと収入が低いから、社員だと

言って」、「月収２４万円だとすると年収２８８万円だから、切りよく年収３０

０万円にしよう」などと虚偽の申告をするよう指示するなどした。これを受け

たＡは、貸金業者の店舗前でＺと別れて一人で当該店舗に入店し、Ｚから指示

されたとおり虚偽の申告をして５０万円を借り入れた。Ａは、店舗の外で待機

していたＺと合流して借り入れたばかりの５０万円を全額Ｚに手渡し、上倉と

旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結した。 

 

【事例２】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の氏名及び勧誘目的の不

明示）、連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして



 
不適当と認められる勧誘行為 ） 

令和３年１２月から令和４年１月にかけて、旧法に規定する勧誘者Ｗは、

メッセージアプリを利用して、消費者Ｂに対し、「なら俺と一緒勉強してみよ

や笑」、「●●（Ｗｅｂ会議ツールのこと）で教えてあげるよ」、「日にちしだい

ではわんちゃん先輩教えてくれるかも」、「やるやらない別にして話聞いてみ

よ」などのメッセージを送信し、後日Ｗｅｂ会議ツールを利用したオンライン

ミーティングをする約束を取り付けた。 

令和４年１月、ＢがＷからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して

参加したオンラインミーティングにおいて、旧法に規定する勧誘者Ｖは、自己

紹介をし、資料を示して「資産はこれくらい増えています」などと説明した後、

Ｂに対して、投資家心理に関する質問などをして、「あなたは向いてないね」

などと告げた。 

この時点までに、Ｗ及びＶは、Ｂに対し、上倉の氏名、特定負担を伴う取引

についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を告

げたことはなかった。 

その後、ＶはＢに対し、「自分で投資をして利益を出せるのは１割くらいの

人しかいないけれど、ＥＡだから安定して利益を出すことができる」、「ＥＡは

置いておくだけで勝手にツールが取引をしてくれる」、「俺は１０００万円稼い

でいる」、「君もなれるよ」などと告げた。 

Ｖは、本件役務の説明をした後、本件役務について更に詳しく話をするため、

再度オンラインミーティングに参加する約束をＢと取り付けた。 

同月、ＢがＷからメッセージアプリにより送信されたＵＲＬにより参加した

オンラインミーティングにおいて、旧法に規定する勧誘者Ｕは、「環境につい

て説明する」、「ＥＡを使う人を紹介すると、５万円のキャッシュバックがもら

える」などと説明をした。 

これを受けたＢは、同日、上倉と旧法に規定する本件連鎖販売契約を締結し

た。 

なお、Ｂは、契約当時学生で、上倉と契約するまで、投資に関する知識も経

験もなく、当時のアルバイト収入は月平均で約７万円程度しかなく、本件役

務の対価を支払うと預金の大半を失う程度の財産しかなかった。 

 

【事例３】（氏名等の明示義務に違反する行為（統括者の氏名、勧誘目的及び役

務の種類の不明示）、連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状

況に照らして不適当と認められる勧誘行為） 

令和４年２月、旧法に規定する勧誘者Ｔは、消費者Ｃに電話をかけ、「最近、

投資をしているんだけど、やってみない」、「高校のときの先輩で、投資に詳し

い人から話を聞けるんだけど、聞いてみない」、「投資に詳しい人から●●（Ｗ



 
ｅｂ会議ツールのこと）で話を聞ける」などと告げ、後日Ｗｅｂ会議ツールを

利用したオンラインミーティングにおいて投資の話を聞く約束を取り付けた。 

同月、ＣがＴからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して参加した

オンラインミーティングにおいて、旧法に規定する勧誘者Ｓは、自己紹介や家

事に関する話などの世間話をした。 

この時点までに、Ｔ及びＳは、Ｃに対し、上倉の氏名、特定負担を伴う取引

についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び役務の種類を告

げたことはなかった。 

その後、Ｓは、Ｃに対し、「お金は、夢を叶えるツールだよ」、「サラリーマ

ンより、投資でお金を稼いだ方が、自由に生きられるよ」、「私たちは、自動売

買ツールを使ってＦＸの取引をしている」、「自動売買ツールは、色々な投資家

のデータを基にしているから、素人がやっても稼げるし、あなたも大丈夫」な

どと告げた上、「もし自動売買ツールに興味を持ったなら、パフォーマンスを

見せながら、更に詳しい話を聞けるけど、どうする」などと告げ、本件役務に

ついて更に詳しく話をするため、再度オンラインミーティングに参加する約束

をＣと取り付けた。 

同月、Ｃは、Ｔからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して参加し

たオンラインミーティングにおいて、旧法に規定する勧誘者Ｒから「マレーシ

アにあるＬｉａｍという会社のツールを使っている」、「Ｌｉａｍと自動売買

ツールの契約をすると、●●（グループ名のこと）という名前のチームに入れ

る」、「誘えば誘うほどもうかるよ」などと説明を受け、旧法に規定する本件連

鎖販売契約を締結する旨を告げ、翌日、これを締結した。 

なお、Ｃは、契約当時学生で、上倉と契約するまで、投資の知識も経験もな

く、当時はアルバイトをしていなかったことから、親からの小遣いとして月約

５万円程度の収入しかなく、本件役務の対価を支払うと預金の大半を失う程

度の財産しかなかった。 

 



 
（別紙２） 

 

永野玄己に対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 名宛人 

  永野 玄己（以下「永野」という。） 

 

２ 処分の内容 

 永野が、令和５年７月１３日から令和６年１０月１２日までの間、次の業

務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と

なることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第３３条第１項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引（以

下「連鎖販売取引」という。）について勧誘を行い、又は同法第３３条第２

項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引

について勧誘を行わせる者（同法第３３条の２に規定する勧誘者をいう。

以下「勧誘者」という。）に勧誘を行わせること。 

（２）連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込

みを受けさせること。 

（３）連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第３９

条の２第１項  

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第３９条第１項に基づき、上倉が行う連鎖

販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。 

（２）永野は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第３９条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 

 



 
（別紙３） 

 

福田弘樹に対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 名宛人 

  福田 弘樹（以下「福田」という。） 

 

２ 処分の内容 

 福田が、令和５年７月１３日から令和６年１０月１２日までの間、次の業

務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と

なることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第３３条第１項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引（以

下「連鎖販売取引」という。）について勧誘を行い、又は同法第３３条第２

項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引

について勧誘を行わせる者（同法第３３条の２に規定する勧誘者をいう。

以下「勧誘者」という。）に勧誘を行わせること。 

（２）連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込

みを受けさせること。 

（３）連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第３９

条の２第１項  

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第３９条第１項に基づき、上倉が行う連鎖

販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。 

（２）福田は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第３９条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。  



 
（別紙４） 

 

池田健吾に対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 名宛人 

  池田 健吾（以下「池田」という。） 

 

２ 処分の内容 

池田が、令和５年７月１３日から令和６年１０月１２日までの間、次の業

務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と

なることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第３３条第１項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引（以

下「連鎖販売取引」という。）について勧誘を行い、又は同法第３３条第２

項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引

について勧誘を行わせる者（同法第３３条の２に規定する勧誘者をいう。

以下「勧誘者」という。）に勧誘を行わせること。 

（２）連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込

みを受けさせること。 

（３）連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第３９

条の２第１項  

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第３９条第１項に基づき、上倉が行う連鎖

販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。 

（２）池田は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第３９条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 



 
（別紙５） 

 

広瀬周平に対する行政処分の概要 

（連鎖販売取引） 

 

１ 名宛人 

  広瀬 周平（以下「広瀬」という。） 

 

２ 処分の内容 

広瀬が、令和５年７月１３日から令和６年１０月１２日までの間、次の業

務を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員と

なることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第３３条第１項に規定する連鎖販売業に係る連鎖販売取引（以

下「連鎖販売取引」という。）について勧誘を行い、又は同法第３３条第２

項に規定する統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引

について勧誘を行わせる者（同法第３３条の２に規定する勧誘者をいう。

以下「勧誘者」という。）に勧誘を行わせること。 

（２）連鎖販売取引についての契約の申込みを受け、又は勧誘者に契約の申込

みを受けさせること。 

（３）連鎖販売取引についての契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第３９

条の２第１項  

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙１のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第３９条第１項に基づき、上倉が行う連鎖

販売取引の一部等を停止すべき旨を命じた。 

（２）広瀬は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第３９条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 



 
（別紙６） 

 

Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知に対する行政処分の概要 

（電話勧誘販売） 

 

１ 事業概要 

Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」という。）は、消

費者に、Ｗｅｂ会議ツールを用いたオンラインミーティングに参加するため

のＵＲＬをメッセージアプリによって送信して電話をかけ、当該オンライン

ミーティングにおいて、ＦＸ（外国為替証拠金取引）の自動売買ツール作成

ソフトである「ＥＡ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｆｏｒ ＭＴ５」の利用に

係る役務（以下「本件役務」という。）を有償で提供する契約（以下「本件役

務提供契約」という。）の締結について勧誘を行い、当該消費者と当該契約を

スマートフォンなどの情報処理の用に供する機器により締結していることか

ら、このような上倉が行う本件役務の提供は、消費者被害の防止及びその回

復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律（令

和３年法律第７２号）による改正前の特定商取引に関する法律（昭和５１年

法律第５７号。以下「旧法」という。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売

（以下「旧法に規定する電話勧誘販売」という。）に該当する。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

上倉は、令和５年７月１３日から令和６年４月１２日までの間、特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引法」とい

う。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売（以下単に「電話勧誘販売」

という。）に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア 上倉が行う電話勧誘販売に関する役務提供契約の締結について勧誘す

ること。 

イ 上倉が行う電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けるこ

と。 

ウ 上倉が行う電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

（２）業務禁止命令 

上倉が、令和５年７月１３日から令和６年４月１２日までの間、次の業

務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを禁止する。 

ア 電話勧誘販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 

イ 電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

ウ 電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 



 
 

（３）指示 

上倉は、旧法に規定する電話勧誘販売をするに当たり、旧法第１６条に

規定する氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の氏名、役務

の種類及び勧誘目的の不明示）及び同法第１９条第１項に規定する役務提

供契約の内容を明らかにする書面の交付義務に違反する行為（不交付）並

びに同法第２２条第１項第５号の規定に基づく特定商取引に関する法律施

行規則の一部を改正する命令（令和４年内閣府・経済産業省令第１号）に

よる改正前の特定商取引に関する法律施行規則（昭和５１年通商産業省令

第８９号。以下「旧施行規則」という。）第２３条第３号に掲げる電話勧誘

顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘行為

並びに同条第５号イに掲げる役務提供契約の相手方に当該契約に基づく債

務を履行させるため、支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる

行為をしている。かかる行為は、旧法の規定に違反し、又は同法に規定す

る指示対象行為に該当するものであることから、当該行為の発生原因につ

いて、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライア

ンス体制を構築し、これらを本件役務提供契約の締結について勧誘をさせ

ている者（以下「勧誘員」という。）及び勧誘員を継続的に指導し又は管理

する者に、前記（１）の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹

底すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第２２条第１項及び第２３条第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

上倉は、以下のとおり、旧法の規定に違反し、又は旧法に規定する指示対

象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、電話勧誘販売に係る取引の

公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定

した。 

 

（１）氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の氏名、役務の種類

及び勧誘目的の不明示）（旧法第１６条） 

上倉は、遅くとも令和３年１０月以降、本件役務提供契約の締結につい

て旧法に規定する電話勧誘販売をしようとするとき、その勧誘に先立って、

その相手方に対し、「この前のＦＸの話、どう、気になる」、「自分で売買し

てるんじゃなくて、ほったらかしてるんだよ」、「もっと知りたかったら、

また話そうね」、「成功している人だから、色々質問した方がいいよ」、「な

ら俺と一緒勉強してみよや笑」、「●●（Ｗｅｂ会議ツールのこと）で教え



 
てあげるよ」、「最近、投資をしているんだけど、やってみない」、「高校の

ときの先輩で、投資に詳しい人から話を聞けるんだけど、聞いてみない」

などと告げるのみで、上倉の氏名、本件役務の種類及びＷｅｂ会議ツール

を利用したその電話が本件役務提供契約の締結について勧誘をするための

ものである旨を明らかにしていない。 

 

（２）契約書面の交付義務に違反する行為（不交付）（旧法第１９条第１項） 

上倉は、遅くとも令和３年１１月以降、旧法第２条第３項に規定する電

話勧誘行為により同項に規定する電話勧誘顧客（以下「電話勧誘顧客」と

いう。）と本件役務提供契約をスマートフォンなどの情報処理の用に供する

機器により締結したとき、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面

を役務の提供を受ける者に交付していない。 

 

（３）電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められ

る勧誘行為（旧法第２２条第１項第５号の規定に基づく旧施行規則第２３

条第３号） 

上倉は、遅くとも令和３年１１月以降、学生であり、投資に関する知識

及び経験がなく、月に平均して５万円から７万円程度の収入しかなく、そ

の他特段の財産もない又は本件役務の対価を支払うことにより財産の大

半を失う消費者に対して、取引条件を設定するためには投資の知識が必要

となり、日本円に換算して約５３万円と消費者の収入及び財産に比して高

額に及ぶ本件役務提供契約の締結について勧誘し、もって、電話勧誘顧客

の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行って

いる。 

 

（４）役務提供契約の相手方の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさ

せる行為（旧法第２２条第１項第５号の規定に基づく旧施行規則第２３条

第５号イ） 

上倉は、令和３年１１月、旧法に規定する電話勧誘販売に係る本件役務

提供契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、当該相手方

が本件役務の対価の支払に必要な金銭を貸金業者から借り入れるに際し、

「学生だと収入が低いから、社員だと言って」、「月収２４万円だとすると

年収２８８万円だから、切りよく年収３００万円にしよう」などと申告す

るよう指示して、旧法に規定する電話勧誘販売に係る本件役務提供契約の

相手方の支払能力に関する事項について、貸金業者に対して虚偽の申告を

させていた。 

 



 
５ 事例 

【事例１】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の氏名、役務の

種類及び勧誘目的の不明示）、電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状

況に照らして不適当と認められる勧誘行為） 

令和３年１０月、勧誘員Ｚは、大学の同級生である消費者Ａに対し、口頭で、

「ＦＸ始めたんだよ」、「やってみない」と声を掛け、その場は断られたものの、

数日後に再び、「この前のＦＸの話、どう、気になる」、「自分で売買してるん

じゃなくて、ほったらかしてるんだよ」、「投資に詳しい人がいるから、話を聞

いてみない」などと告げ、後日、Ｗｅｂ会議ツールを利用したオンラインミー

ティングをする約束を取り付けた。 

同年１１月、Ａが、Ｚからメッセージアプリにより送信されたＵＲＬにより

オンラインミーティングに参加すると、当初はＺしか参加していなかったが、

勧誘員Ｙが遅れてＷｅｂ会議ツールに参加した。 

Ｙは、自己紹介や世間話をしばらくした後、Ａに対し、資料を用いて、「高

卒、大卒別などで生涯年収がいくらくらいもらえるけど、老後にこれくらいか

かるから、マイナスになってしまう」、「このままだとサラリーマンになるだろ

うけど、投資をやって、経営者とか株主を目指していった方がいい」などと告

げた。 

この時点までに、Ｚ及びＹは、Ａに対し、上倉の氏名、本件役務の種類、Ｗ

ｅｂ会議ツールを利用したその電話が本件役務提供契約の締結について勧誘

をするためのものである旨を告げたことはなかった。 

さらにＹは、「自分たちは、ＦＸの投資をやっているチームで、チーム名は

●●（グループ名のこと）」、「マレーシアにあるＬｉａｍという会社の自動売

買ツールを使ってＦＸをしている」、「自分たちは、Ｌｉａｍの社員というわけ

ではないけど、Ｌｉａｍのツールを日本で広めている」、「自動売買ツールは、

自分で取引をしなくても、勝手にやってくれる」、「だから、Ｚもできてるし、

Ａもできるよ」などと告げて、本件役務提供契約の締結についての勧誘を開始

した。 

オンラインミーティングを終えた後、Ｚは、Ａに対し、電話で、「投資でど

れくらい稼いでいるか分からないでしょ」などと告げ、再度オンラインミー

ティングに参加する約束をＡと取り付けた。 

同月下旬、Ａは、Ｚからメッセージアプリにより送信されたＵＲＬにより参

加したオンラインミーティングにおいて、勧誘員Ｘから更に詳しく本件役務に

ついての説明を受け、スマートフォンなどの情報処理の用に供する機器によ

り、本件役務提供契約を締結した。 

なお、Ａは、当時大学生で、上倉と契約するまで、投資の知識も経験もなく、

アルバイト代収入は、月平均で６万円程度しかなく、本件役務の対価を支払

うと預金の大半を失う程度の財産しかなかった。 



 
 

【事例２】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の氏名、役務の

種類及び勧誘目的の不明示）、電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状

況に照らして不適当と認められる勧誘行為、役務提供契約の相手方の

支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせる行為） 

令和３年１１月、勧誘員Ｗは、大学の同級生である消費者Ｂに電話をかけ、

「最近、あるコミュニティのメンバーと飲みに行ったりしてるんだ」、「投資を

やっているコミュニティで、私もその人たちと投資やっているんだよね」、「●

●（Ｂのこと）も向いていると思うから、一緒にやろう」などと誘った。Ｗが

何度も繰り返し誘ってきたため、Ｂが「話を聞くだけならいいよ」と答えたと

ころ、Ｗは、「投資に詳しい人が、投資やコミュニティの話をしてくれるよ」

などと言い、後日、Ｗｅｂ会議ツールを利用したオンラインミーティングにお

いて投資の話を聞く約束を取り付けた。 

同月、ＢがＷからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して参加した

オンラインミーティングにおいて、勧誘員Ｖは、Ｂに対して、「自分たちがやっ

ているのは、ＦＸだよ」、「ＦＸは、相場が高くなるか低くなるか予想するもの

だよ」、「ＦＸは、そんなに難しいものではないから、失敗することはないよ、

損はしないよ」などと、投資についての話をした後、「もっと知りたかったら、

また話そうね」、「次はいつ話をしようか」などと告げ、翌日に再度オンライン

ミーティングをする約束を取り付けた。 

翌日、Ｂが、Ｗからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用してオンラ

インミーティングに参加すると、Ｗは、Ｂに対し、勧誘員Ｕについて、「成功

している人だから、色々質問した方がいいよ」などと告げた。Ｕは、自己紹介

をし、診断テストと称していくつかの質問をした後、「君は投資に向いてるね」

などと告げた。 

この時点までに、Ｗ、Ｖ及びＵは、Ｂに対し、上倉の氏名、本件役務の種類、

Ｗｅｂ会議ツールを利用したその電話が本件役務提供契約の締結について勧

誘をするためのものである旨を告げたことはなかった。 

その後、Ｕは、資料を画面共有しながら、Ｂに対し、「俺たちは、●●（グ

ループ名のこと）という団体で投資をやっている」、「自動売買ツールを使って、

ＦＸをしている」、「自動売買ツールは、マレーシアのＬｉａｍという会社のも

ので、俺たちはそこからツールを買ってみんなでＦＸをやっている」などと告

げた上、さらに、「ＡＩが取引をしてくれるから、リスクは限りなく少ないよ」、

「結果をすごい残している」、「始める時期が早ければ早いほどお得だよ」、「投

資でもうける以外にも、友達を勧誘すると、１人につき５万円くらい紹介料が

もらえるよ」などと告げた。 

Ｕが説明を終えると、入れ替わりでオンラインミーティングに参加したＶ

が、Ｂに対し、「一緒にやろうよ、損はしないから」、「俺も●●（貸金業者の



 
こと）で借りて払ったし、２、３か月で返しきれるよ」、「すぐに元が取れるか

ら、借金しても何の問題もないよ」などと告げた。これらの話を受けたＢは、

そのオンラインミーティングで、本件役務提供契約を締結する旨を告げた。 

Ｖから、「●●（Ｗのこと）から、お金の借り方を教えてもらいな」と告げ

られたＢは、Ｖに言われるがまま、翌日、本件役務の対価の支払に必要な金銭

を貸金業者から借り入れるため、Ｗと喫茶店で待ち合わせた。Ｂは、契約当時、

学生であり、投資に関する知識も経験もなく、当時のアルバイト収入は月平均

で約５万円程度しかなく、貯金も約３万円程度しかなかったにもかかわらず、

Ｗは、当該喫茶店において、Ｂに対し、「学生だと収入が低いから、社員だと

言って」、「月収２４万円だとすると年収２８８万円だから、切りよく年収３０

０万円にしよう」などと虚偽の申告をするよう指示するなどした。これを受け

たＢは、貸金業者の店舗前でＷと別れて一人で当該店舗に入店し、Ｗから指示

されたとおり虚偽の申告をして５０万円を借り入れた。Ｂは、店舗の外で待機

していたＷと合流して借り入れたばかりの５０万円を全額Ｗに手渡し、スマー

トフォンなどの情報処理の用に供する機器により、上倉と本件役務提供契約を

締結した。 

 

【事例３】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の氏名及び勧誘

目的の不明示）、電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして

不適当と認められる勧誘行為） 

令和３年１２月から令和４年１月にかけて、勧誘員Ｔは、メッセージアプリ

を利用して、小中学校の同級生だった消費者Ｃに対し、「なら俺と一緒勉強し

てみよや笑」、「●●（Ｗｅｂ会議ツールのこと）で教えてあげるよ」、「日にち

しだいではわんちゃん先輩教えてくれるかも」、「やるやらない別にして話聞い

てみよ」などのメッセージを送信し、後日Ｗｅｂ会議ツールを利用したオンラ

インミーティングをする約束を取り付けた。 

令和４年１月、ＣがＴからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して

参加したオンラインミーティングにおいて、勧誘員Ｓは、自己紹介をし、資料

を示して「資産はこれくらい増えています」などと説明した後、Ｃに対して、

投資家心理に関する質問などをして、「あなたは向いてないね」などと告げた。 

この時点までに、Ｔ及びＳは、Ｃに対し、上倉の氏名、本件役務の種類、Ｗ

ｅｂ会議ツールを利用したその電話が本件役務提供契約の締結について勧誘

をするためのものである旨を告げたことはなかった。 

その後、ＳはＣに対し、「自分で投資をして利益を出せるのは１割くらいの

人しかいないけれど、ＥＡだから安定して利益を出すことができる」、「ＥＡは

置いておくだけで勝手にツールが取引をしてくれる」、「俺は１０００万円稼い

でいる」、「君もなれるよ」などと告げた。 



 
Ｓは、本件役務の説明をした後、本件役務について更に詳しく話をするため、

再度オンラインミーティングに参加する約束をＣと取り付けた。 

同月、ＣがＴからメッセージアプリにより送信されたＵＲＬにより参加した

オンラインミーティングにおいて、勧誘員Ｒは、「環境について説明する」、「Ｅ

Ａを使う人を紹介すると、５万円のキャッシュバックがもらえる」などと説明

をした。 

これを受けたＣは、同日、スマートフォンなどの情報処理の用に供する機器

により、上倉と本件役務提供契約を締結した。 

なお、Ｃは、契約当時学生で、上倉と契約するまで、投資に関する知識も経

験もなく、当時のアルバイト収入は月平均で約７万円程度しかなく、本件役

務の対価を支払うと預金の大半を失う程度の財産しかなかった。 

 

【事例４】（氏名等の明示義務に違反する行為（役務提供事業者の氏名、役務の

種類及び勧誘目的の不明示）、電話勧誘顧客の知識、経験及び財産の状

況に照らして不適当と認められる勧誘行為） 

令和４年２月、勧誘員Ｑは、大学の同級生である消費者Ｄに電話をかけ、「最

近、投資をしているんだけど、やってみない」、「高校のときの先輩で、投資に

詳しい人から話を聞けるんだけど、聞いてみない」、「投資に詳しい人から●●

（Ｗｅｂ会議ツールのこと）で話を聞ける」などと告げ、後日Ｗｅｂ会議ツー

ルを利用したオンラインミーティングにおいて投資の話を聞く約束を取り付

けた。 

同月、ＤがＱからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して参加した

オンラインミーティングにおいて、勧誘員Ｐは、自己紹介や家事に関する話な

どの世間話をした。 

この時点までに、Ｑ及びＰは、Ｄに対し、上倉の氏名、本件役務の種類、Ｗ

ｅｂ会議ツールを利用したその電話が本件役務提供契約の締結について勧誘

をするためのものである旨を告げたことはなかった。 

その後、Ｐは、Ｄに対し、「お金は、夢を叶えるツールだよ」、「サラリーマ

ンより、投資でお金を稼いだ方が、自由に生きられるよ」、「私たちは、自動売

買ツールを使ってＦＸの取引をしている」、「自動売買ツールは、色々な投資家

のデータを基にしているから、素人がやっても稼げるし、あなたも大丈夫」な

どと告げた上、「もし自動売買ツールに興味を持ったなら、パフォーマンスを

見せながら、更に詳しい話を聞けるけど、どうする」などと告げ、本件役務に

ついて更に詳しく話をするため、再度オンラインミーティングに参加する約束

をＤと取り付けた。 

同月、Ｄは、Ｑからメッセージアプリで送信されたＵＲＬを利用して参加し

たオンラインミーティングにおいて、勧誘員Ｏから「マレーシアにあるＬｉａ



 
ｍという会社のツールを使っている」、「Ｌｉａｍと自動売買ツールの契約をす

ると、●●（グループ名のこと）という名前のチームに入れる」、「誘えば誘う

ほどもうかるよ」などと説明を受け、本件役務提供契約を締結する旨を告げ、

翌日、スマートフォンなどの情報処理の用に供する機器により、これを締結し

た。 

なお、Ｄは、契約当時学生で、上倉と契約するまで、投資の知識も経験もな

く、当時はアルバイトをしていなかったことから、親からの小遣いとして月約

５万円程度の収入しかなく、本件役務の対価を支払うと預金の大半を失う程

度の財産しかなかった。 

 



 
（別紙７） 

 

永野玄己に対する行政処分の概要 

（電話勧誘販売） 

 

１ 名宛人 

  永野 玄己（以下「永野」という。） 

 

２ 処分の内容 

永野が、令和５年７月１３日から令和６年４月１２日までの間、次の業務

を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな

ることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販

売」という。）に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 

（２）電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

（３）電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第２３

条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙６のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第２３条第１項に基づき、上倉が行う電話

勧誘販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）永野は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第２３条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 



 
（別紙８） 

 

福田弘樹に対する行政処分の概要 

（電話勧誘販売） 

 

１ 名宛人 

  福田 弘樹（以下「福田」という。） 

 

２ 処分の内容 

福田が、令和５年７月１３日から令和６年４月１２日までの間、次の業務

を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな

ることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販

売」という。）に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 

（２）電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

（３）電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第２３

条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙６のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第２３条第１項に基づき、上倉が行う電話

勧誘販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）福田は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第２３条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 

 



 
（別紙９） 

 

池田健吾に対する行政処分の概要 

（電話勧誘販売） 

 

１ 名宛人 

  池田 健吾（以下「池田」という。） 

 

２ 処分の内容 

池田が、令和５年７月１３日から令和６年４月１２日までの間、次の業務

を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな

ることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販

売」という。）に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 

（２）電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

（３）電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第２３

条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙６のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第２３条第１項に基づき、上倉が行う電話

勧誘販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）池田は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第２３条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 

 



 
（別紙１０） 

 

広瀬周平に対する行政処分の概要 

（電話勧誘販売） 

 

１ 名宛人 

  広瀬 周平（以下「広瀬」という。） 

 

２ 処分の内容 

広瀬が、令和５年７月１３日から令和６年４月１２日までの間、次の業務

を新たに開始すること（当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員とな

ることを含む。）を禁止する。 

（１）特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「特定商取引

法」という。）第２条第３項に規定する電話勧誘販売（以下「電話勧誘販

売」という。）に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。 

（２）電話勧誘販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。 

（３）電話勧誘販売に関する役務提供契約を締結すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

  消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法

律等の一部を改正する法律（令和３年法律第７２号）による改正前の特定商

取引に関する法律（昭和５１年法律第５７号。以下「旧法」という。）第２３

条の２第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

（１）別紙６のとおり、Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉大知（以下「上倉」

という。）に対し、特定商取引法第２３条第１項に基づき、上倉が行う電話

勧誘販売に関する業務の一部を停止すべき旨を命じた。 

（２）広瀬は、上倉に準ずる者として上倉の職務を代行する者（旧法第２３条

の２第１項第２号に規定する使用人）であり、かつ、上倉が停止を命ぜら

れた業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。 



Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．こと上倉⼤知の事業概要等

事業の概要

消費者

勧 誘

● Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．は、上倉⼤知がマレーシア国内に設⽴した法⼈である。
● ＮｅＱｌｉａｓ、Ｃｕｓｔｏｍ及びＴＲＵＳＴは、いずれも、勧誘者で組織する法⼈格を
有しない集団である。

連鎖販売取引及び電話勧誘販売に係る業務を統括

勧誘者の指導

広瀬 周平

Ｌｉａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ
こと

上倉 ⼤知

ＮｅＱｌｉａｓ
責任者︓永野 ⽞⼰

Ｃｕｓｔｏｍ
責任者︓福⽥ 弘樹

ＴＲＵＳＴ
（旧ＴＩＢ）

責任者︓池⽥ 健吾


